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■はじめに
⽇頃、当協会の活動に、ご理解・ご協⼒を賜り誠にありがとうございます。
当協会では今後のデジタル化社会に向け、令和３年１０⽉に建設住宅性能評価の検査

におけるデジタル化促進のために『施⼯状況報告書のデジタル化促進等のためのＷＧ』を
設置し、紙⾯による当該報告書の配送受け取りの繰り返し運⽤（原本のループ型運⽤）の
課題解決と、より合理的な運⽤の検討を⽬的として活動してまいりました。
今般、実証検査をへて、その検討成果を国⼟交通省住宅⽣産課に説明し、有益な助⾔を頂き

あらたな運⽤を取りまとめさせて頂きました。

施⼯状況報告書については、検査対象⼯程の検査前に施⼯状況報告書を登録住宅性能評価
機関へ提出し、当該報告書を活⽤した検査実施とその後の⼗号様式の検査報告書による申請者
への報告、当該報告書の保存が関係規則等で規定されています。

これらの規則を遵守した施⼯状況報告書のあらたな運⽤では、現⾏のループ型の運⽤に加え
『提出型の運⽤』(左右分離記⼊の運⽤) を追加してお⽰し致します。

なお、WGでは当初「デジタル化」を⽬途とした検討を進めておりましたが、最終的には
『紙⾯』でも『デジタルデータ』でも可能な運⽤としてご紹介致しますので、関係各位の
皆さまには、選択肢の⼀つとして、本⽇以降ご活⽤頂きたくお願い申し上げます。



第６条（検査）第３項・・・・・・・・『施⼯状況報告書』の提出（紙⾯またはデジタルデータ）
建設住宅性能評価の申請者は、検査が⾏われるまでに、当該検査対象⼯程に係る⼯事の
実施の状況を報告する書類で評価⽅法基準に定められたもの（以下「施⼯状況報告書」
という。）を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。

第１５条（評価の業務の実施基準）・・『施⼯状況報告書』による検査（紙⾯またはデジタルデータ）
法第⼗五条第⼆項の国⼟交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

⼀ 次に掲げる⽅法により住宅性能評価を⾏うこと。
ロ 新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める⽅法により⾏うこと。

（１） 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施⼯状況報告書並びに第六条第五項の
図書をもって⾏うこと。

第２１条（書類の保存）・・・・・・・『施⼯状況報告書』の保存（紙⾯またはデジタルデータ）
法第⼗九条第⼆項の評価の業務に関する書類で国⼟交通省令で定めるものは、次の各号に
掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

⼆ 新築住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、
施⼯状況報告書並びに第六条第五項の図書（住宅性能評価に要したものに限る。）
並びに同条第七項に規定する検査報告書の写し

■『施⼯状況報告書』に関する規則の確認（原則の確認）
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施⾏規則」

※検査中の施⼯状況報告書のループ運⽤等の扱い規定はありません。



住宅の品質確保の促進等に関する法律施⾏規則
第６条（検査）第３項による
検査対象⼯程の検査前に施⼯状況報告書（様式）を機関へ提出

■これまでの運⽤にデジタルデータの運⽤を追加

登録住宅性能評価機関施⼯状況報告書
（様式）

申請者

建設住宅性能評価申請時
提 出

デジタルデータ
（様式）

または

デジタルデー
タでも可

or



■これまでの運⽤にあらたな運⽤の追加
住宅の品質確保の促進等に関する法律施⾏規則
第１５条（評価の業務の実施基準）による
施⼯状況報告書（様式）による検査の実施（紙⾯⼜はデジタルデータ）

＜これまでの運⽤＞ ＜あらたな運⽤の追加＞

登録住宅性能
評価機関

申請者
（施⼯者）

『施⼯状況報告書』の原本1冊(紙)のループ型の運⽤ 『施⼯状況報告書』の提出型の運⽤

施⼯状況報告書

施⼯状況報告書

➣紙⾯またはデジタルデータいずれでも可
施⼯状況報告書

申請者
（施⼯者）

登録住宅性能
評価機関

品確法施⾏規則に、施⼯状況報告書
ループ型運⽤の規定はありません。



■施⼯状況報告書の保存
住宅の品質確保の促進等に関する法律施⾏規則
第２１条（書類の保存）による
施⼯状況報告書（様式）の紙⾯⼜はデジタルデータ（PDF）の保存

➣あらたな追加運⽤を含めた『施⼯状況報告書』の保存について
１.紙⾯による運⽤・・・・各⼯程の『施⼯状況報告書』すべてを紙⾯で蓄積

２.デジタルによる運⽤・・・・各⼯程の『施⼯状況報告書』（デジタルデータ）を蓄積

３.紙⾯とデジタルが混在する運⽤・・・各⼯程の『施⼯状況報告書』(紙⾯とデジタルデータ)を蓄積

下記①または②のいずれかの保存
①全報告書を紙⾯で保存
②全報告書をデジタルデータに変換し保存（※紙⾯は廃棄）

デジタルデータで保存

下記①〜③のいずれかの保存
①提出を受けたまま保存
②全てを紙⾯に変換し保存（※デジタルデータは消去）
③全てをデジタルデータに変換し保存（※紙⾯は廃棄）



■施⼯状況報告書の左右分離記⼊の運⽤
施⼯状況報告書のあらたな運⽤の⼀つとして左右分離記⼊の運⽤を以下に⽰す。
➣「提出型」の運⽤のため、施⼯者は左側（施⼯者欄）、検査員は右側（検査員欄）を記⼊する。
➣ 現⾏の様式をそのまま使⽤し、紙⾯での対応も可能。

※運⽤の詳細は各評価機関にご確認ください。
《記⼊イメージ》

施⼯者側 検査員側
・第⼀⾯
「検査対象⼯程」「施⼯者の⽒名」
を⼯程順に記⼊

・第⼀⾯
「検査対象⼯程」「検査年⽉⽇」「評価員の⽒名」
を⼯程順に記⼊



施⼯者側 検査員側
・第⼆⾯以降
⼯程順に報告欄を記⼊

・第⼆⾯以降
⼯程順に確認欄を記⼊

基礎配筋⼯事の
完了時

躯体⼯事の
完了時

以降、同様



施⼯者側 検査員側

施⼯者がチェックした
施⼯状況報告書を
検査前に提出

施⼯者からの報告を
基に検査実施

基礎配筋⼯事の
完了時

躯体⼯事の
完了時

追記の上、検査前に提出 施⼯者からの報告を
基に追記

※必要に応じて検査記録シートを施⼯者に送付する

以降、同様

最終保存図書

建設住宅性能評価書、副本と
併せて関連図書として
施⼯状況報告書を返却する

副本返却
全ての報告を保管


